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 地形 

４）宅地造成工事規制区域 

宅地造成工事規制区域は、斜面地の多い、八幡東区、若松区東部、小倉北区東部に多く指定されて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 ２-16 宅地造成工事規制と斜面地の関係 
出典：建築都市局、国土数値情報
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５）斜面地・ハザード区域 

過去の開発圧力により、斜面地においても、市街化が進行しており、市街化区域の縁辺部には、多くの

斜面地が存在します。 

一部の地域では「土砂災害警戒区域」等のハザードエリアの指定がされています。 

また、2018年７月豪雨災害では、八幡東区、門司区の市街化区域内で多くの崖崩れが発生しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）斜面地は平均傾斜角度５度以上メッシュ地域としている。 

図 ２-18 ハザード区域と人口集中地区（DID）の変遷との関係 

 

出典：国土数値情報、福岡県「土砂災害警戒区域等」 

  

図 ２-17 ハザード区域の状況 

注）ハザード区域は市街化区域のみ表示している。 
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図 ２-19 2018年７月豪雨災害箇所図 

出典：北九州市 

  

2018年７月豪雨災害箇所図 
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 市の財政状況 

歳出面では、人件費、扶助費※1、公債費※2の合計である義務的経費（必ず支出が必要となる固定的

な経費）が、毎年増加しています。 

歳入面の柱である市税収入が伸びない中で、持続可能なまちづくりを進め、行政サービスの維持・向上

を図るためには、より低コストでコンパクトなまちづくりを進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２-20 一般会計歳出（性質別）の推移 

出典：「わかりやすい北九州市の財政（平成30年度版）」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語解説                                                       
※1【扶助費】福祉の法令等に基づいて実施する医療費の援助や各種手当ての支給、生活保護費、福祉施設の運営などに要す

る費用。 

※2【公債費】市が発行した市債（借金）の毎年度の返済（元金、利子）に要する費用。 

※3【投資的経費】道路や公園、教育施設などの社会資本の整備に要するもので、その効果が資産として将来に残るものに支出さ

れる（投資される）経費のこと。  
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 市民意識 

６）取り組みへの評価・設備要望 

重点的な整備や取組を望むこととして、2015年では「災害に対する安全対策（火災、水害、土砂災害

など）」が高い傾向にあります。 
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図 ２-21 これまでの取り組みへの評価と整備要望 

出典：市民意識調査（2001年、2015年）

注）2001年及び2015年の市民意識調査結果のうち、対応の取れる項目を対象としている。 
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 市街化区域における課題（現状のまとめ） 

北九州市の市街化区域における課題は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇本市の人口は、2045年までに約20％減少し、DID地区内においても低密度化する見込みで

す。 

〇地域別にみると、八幡東区、若松区東部、門司区北部の高齢化率、人口減少率が高くなって

います。 

〇空き家は古くから市街化された斜面地に多く、約半数は門司区や八幡東区に分布しています。

このような斜面地では、地形や道路条件等から住宅の更新が進んでいない状況も見受けられ

ます。 

〇過去の開発圧力により、斜面地やハザード区域においても市街化が進んでおり、2018年７月豪

雨では、八幡東区、門司区等で多くの崖崩れが発生しています。 

 

⇒今後も、本市の人口は減少することが見込まれており、特に斜面住宅地においては、平地と比

べて空き家や老朽住宅が多く、また災害も多く発生しています。また、災害対応力（救助、情報

の伝達など）の低下が懸念されます。 

⇒このような、安全性が低く、人口減少が見込まれる地域については、災害に強いまちとするた

め、安全な地域への居住誘導を行う必要があるものと考えます。 
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市街化調整区域での現状 

 市街化調整区域における公共交通利用圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市街化区域と利便性の高い

地域（公共交通利用圏、イン

ターチェンジ周辺）の関連に

ついて以下に示します。 

○市街化調整区域において

も、公共交通利用圏やイン

ターチェンジ周辺など交通

利便性の高い地域が存在し

ますが、市街化調整区域内

であるがゆえに十分な活用

がなされていない地域も見

受けられます。 

図 ２-22 北九州市の公共交通網 
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●市街化調整区域における課題（現状のまとめ）● 

〇市街化調整区域内において、公共交通利用圏やインターチェンジ周辺など公共交通利便性が高い地域が存在しているが、十分な活用がなされていない地域も見受けられます。 

⇒このような地域に限り、具体的な提案があれば、上位計画との整合や、農林水産業との健全な調和を図りつつ、市街化区域への編入を検討します。 
 

 市街化調整区域での開発・建築行為 

市街化調整区域は、都市計画法により都市の無秩序な市街化を防止して計画的なまちづくりをするために「市街化を抑制すべき区域」として定められています。 

そのため、市街化調整区域では、建てられる建築物が制限されており、開発又は建築行為を行なう場合は、原則として許可が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2号 農林漁業者住宅及び農林漁業用施設

3号 公益施設（駅舎，図書館等）

4号 都市計画事業

5号 土地区画整理事業

6号 市街地再開発事業

7号 住宅街区整備事業

8号 防災街区整備事業

9号 公有水面埋立法の免許を受けた埋立地で告示なし

11号 通常の管理行為，軽易な行為

10号 非常災害応急措置

法第29条第1項第2号若しくは3号又は法第34条の2第1項に規定する建築物

法第43条第1項第1～3号又は5号に該当する場合

法第34条第1項第1～12号又は14号に規定する建築物

ただし書 許可
（市街化調整区域）

開
発
行
為

許可できる建築物 政令第36条第1項第3号

〔法第34条の各号に該当するもの〕

市街化調整区域での開発許可等の体系図

法第29条

許可を受けなければならない
ただし、次の場合は許可不要

法第33条 （ 技術基準）

基準に適合していれば、
許可をしなければならない

法第34条 （市街化調整区域での立地基準）

各号に該当しなければ、許可をしてはならない

1号 公益上必要な建築物及び日常生活店舗及び事業場（市街化調整区域内に存する既存集落内）

2号 鉱物・観光資源の有効利用のための施設

3号 湿度・温度・空気等の特別の条件に支配される事業ための建築物（対象なし）

6号 中小企業の事業共同化、店舗・工場の集団化のための事業

7号 既存工場と密接な関連を有する事業のための建築物

8号 危険物貯蔵・処理に供する建築物（火薬庫）

9号 政令で定めるもの（道路管理施設・休憩所・給油所・火薬類製造所）

13号 6ヶ月以内に届け出たものが、その目的に従って5年以内に行うもの

14号 開発審査会の議を経たもの

10号 地区計画又は集落地区計画に定められた内容に適合する建築物

4号 農林漁業等の処理・貯蔵・加工に必要な建築物

5号 農林業等活性化基盤施設

（特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律による）

周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ，かつ市街化区 域内で行うことが困難又は

不適当である場合

建
築
行
為

法第42条 （開発許可を受けた土地における建築等の制限）

開発許可を受けた区域内においては、予定建築物以外
の建築物又は特定工作物を新築・新設してはならない。

法第43条 （開発許可を受けた土地以外における建築等の制限）

市街化調整区域のうち開発許可を受けた土地以外の区域内におい
ては、許可を受けなければ、建築物又は特定工作物を新築・新設し
てはならない

1号 都市計画事業の施行として行う建築物ただし書 許可不要

2号 非常災害応急措置として行う建築物

3号 仮設建築物

4号 法第29条第1項第4～9号に掲げる開発行為及び旧宅造法の造成事業が

5号 通常の管理行為，簡易な行為

行われた土地での建築物

法第34条の2 （開発許可の特例）

国・県・指定都市が行う行為につ
いては、協議の成立をもって許可

法第43条第3項

国・県・指定都市が行う行為につ
いては、協議の成立をもって許可

12号 レクリエーション施設

15号 既存の宅地

11号 災害移転

14号 特定流通業務施設

13号 工場、研究所

16号 家庭菜園における管理施設

17号 指定区域の集落活性化のための
自己用住宅

4号 既存集落内の自己用住宅

6号 生計確保

1号 世帯の分離

2号 収用移転

3号 従前宅地

5号 既存の建替

7号 社寺仏閣等

8号 研究施設

9号 土地区画整理

10号 地区集会所

18号 建築物の使用者制限の解除

19号 学校

20号 医療施設

21号 社会福祉施設

22号 介護老人保健施設

２３号 その他のもの

11号、12号は
条例なし
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北九州市の目指すべき都市像（北九州市都市計画マスタープランより） 

本市の都市構造上の課題を解決するため、都市構造形成の基本方針を以下のとおり定めています。 

 

 集約型の都市構造の形成 

持続可能なまちづくりを進めるため、既存ストックの活用や公共交通の維持の視点も踏まえ、既に都市

機能や人口が集積している拠点やその周辺の公共交通利便性の高い既成市街地において、その集積の

維持・向上を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 階層構造の拠点形成 

都心、副都心、地域拠点においては、都市全体の更なる魅力の向上や活力の維持に向けて、各拠点

の役割を明確にし、都市機能の維持・集積を図ります。 
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 交通網ストックを活かした交通軸形成 

交通軸は、都市構造の骨格として、都市活動に対する主要な公共交通及びその沿線の区域です。 

街なかにおける各拠点が連携し、相互補完機能を高めるため、既存の公共交通網を主体とした交通軸

を骨格とする機能的な都市構造の形成を図ります。 

周辺都市と結ぶ交流軸を設定し、アクセス道路の整備や高速道路インターチェンジなど交通要衝地周

辺における適切な土地利用などを図ります。 
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居住誘導区域における人口密度の目標値（北九州市立地適正化計画より） 

コンパクトなまちづくりを進めるために、北九州市立地適正化計画では、施策による効果を検証する指標

と目標値を以下のとおり定めています。 

 

 

評価指標 数値目標 
(現況値) ※1トレンド値 (目標値)  

将来にわたり便利で暮らしやすい 
「街なか」の形成 

 
・｢街なか｣になるべく多くの人がまとまって住むこ

とが、地域の活⼒の維持･向上や公共交通
の維持に資することから、居住誘導区域内
における人⼝密度とする。 

居住誘導区域における 
人⼝密度 

 
 
 
 

平成22年 平成52年 
130 

人/ｈａ 
(72万人) 

108 
人/ｈａ 

(60万人) 

120 
人/ｈａ 

(67万人) 

 市全体 (97万人) (78万人)  

※1トレンド値：現状の動向のまま進行した場合。 

※2誘導割合7%：5年毎の居住誘導区域外から内への転入者の数の、居住誘導区域外の人口に対する割合。 

 

図 ２-23 施策による効果を検証する指標 

 

 

 

  

110 

(人/ha) 

120 

130 

平成22年 平成52年 

誘導割合7%※2で目標達成 

トレンド値：108人/ha 

目標値：120人/ha 

現況値：130人/ha 

～ ～ 


